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中小企業組合等支援施策情報
「平成28年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」が閣議決定
されました	 〜平成28年度官公需確保対策地方推進協議会が開催〜
政府は、8月2日に『平成28年度中小企業者に
関する国等の契約の基本方針』（以下「基本方針」
という。）を閣議決定し、官公需における新規中
小企業を含む中小企業・小規模事業者の受注
機会増大のための措置を講じています。
9月9日（金）、秋田市の「アキタパークホテル」
において平成28年度官公需確保対策地方推進
協議会（主催：東北経済産業局）が開催され、発
注者側である国の各機関や秋田県、各市町村の
ほか、受注者側である本会会員組合など24名が
出席しました。
会議では、東北経済産業局産業部中小企業課
より基本方針の内容について説明がなされた
ほか、秋田県産業労働部産業政策課より、秋田
県の官公需に関する中小企業との契約状況に

ついて、直近3年間の契約率は9割を超える高水
準を維持しており、平成27年度は93.3％の実績
となっている旨の報告がありました。
また、本会より秋田県の官公需適格組合（全5
組合）の活動状況等について説明を行い、民主的
かつ適正な運営を行っている事業協同組合等を
官公需の発注先としていただけるよう、国、県及
び各市町村の出席者へ働きかけを行いました。

［会議の様子］

『平成28年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針』における
中小企業・小規模事業者向け契約の実績及び目標

平成27年度実績 平成28年度目標
官公需総額 7兆1,052億円 7兆0,442億円
中小企業・小規模事業者向け契約金額 3兆6,316億円 3兆8,791億円
中小企業・小規模事業者向け契約比率 51.1％ 55.1％

■これまでの経緯・課題
当社は、創業80年の老舗問屋として、出羽丘陵で
採れる山菜の塩蔵・水煮の加工ならびに青果の卸
売業を営んでいます。
創業以来、塩蔵した山菜を主に手作業で処理し
ていましたが、従来の設備では大量受注の際に加
工出来る数量が限られ、全ての素材を加工しきれ
ないまま他の卸売業者へ販売していました。
結果として、県外の2次加工施設で商品として仕
上がることとなり、「秋田県産」の表記が出来ず、大
手百貨店や小売店からの受注を逃す場面が多々あ
りました。
■課題解決に向けた取組の内容
全ての受注に十分対応出来ないという課題を踏
まえ、秋田県産の山菜を完全に自社加工できるよ
う、「ものづくり補助金」を活用し、ミニマルチスラ
イサーをはじめとする5種類の機械装置を導入し
ました。
その結果、従来の約5倍のスピードで山菜をカッ
ト出来るようになるなど、作業効率の向上により
最終加工作業の他県への流出を防ぐとともに、委
託している山菜の採取増量を地元の高齢者に依頼
することができ、地域の高齢者を積極的に雇用す
る体制づくりが可能となりました。

－鈴木社長へ今後の抱負を伺いました－
当社では、日本一と言われる秋田県産の良質な
天然物の山菜のみを取り扱っています。
良質な素材は、それを取り扱う人達との信頼関
係の中から生まれてくるものと信じ、山菜の採取
に精通した地域の高齢者を当社のスタッフとして
大切にし、採取から加工まで丁寧に取り扱った山
菜を自信をもって出荷しています。
この度、「ものづくり補助金」を活用出来たこと
により設備を新たに導入することができ、大変感
謝しています。
今後は、天然物の山菜の美味しさをそのまま消
費者へ届けるため日々研究を重ねていくととも
に、新たな設備の導入を契機に自社の売上拡大を
図りながら、地域の高齢者を積極的に雇用し地域
活性化の一翼を担ってまいります。

組合・企業探訪

【企業概要】
●代  表  者　鈴木　雅博
●所  在  地　横手市条里三丁目7番22号
●業　　種　卸売業
●資  本  金　10,000,000円
●従業員数　6人
☎0182-32-8255　FAX�0182-32-7192

秋田県産「山菜」の売上拡大と高齢者雇用の充実を目指す
〜株式会社鈴木青果問屋〜

今回は、「平成26年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金」により加工施設を整備し、
秋田県産「山菜」の売上拡大と高齢者雇用の充実を目指す株式会社鈴木青果問屋（前掲「新ものづく
り・新サービス展」での成果事例発表社）の取組内容についてご紹介します。


